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　本資料の内容は予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用くだ

さい。�

　文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。�
　本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して，当社は当社もしくは第三
者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に
起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合，当社はその責を負うものではありませんの
でご了承ください。�
　本資料に記載された回路，ソフトウエア，及びこれらに付随する情報は，半導体製品の動作例，応用例
を説明するためのものです。従って，これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場
合には，お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三
者の損害に対して，当社は一切その責を負いません。�
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第1章　はじめに

半導体デバイスは多機能化，高集積化，高速化の市場要求と設計技術，製造技術の進歩により年々微細化が進ん

でいます。この高集積化と微細化は一方で半導体デバイスのESD耐量を低下させる方向であるため，半導体デバイ

スメーカおよびお客様双方ともにその対策が重要になっています。

しかしながら，静電気は他の故障要因に比べ，目で見えないため現象をとらえにくく静電気破壊現象を理解しに

くい側面があります。

本マニュアルでは，静電気および半導体デバイスの静電気破壊現象について，詳細に解説するように努めました。

本マニュアルがお客様でのESD問題解決の一助になれば幸いに存じます。
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第2章　ESDとEOSとの違い

ESD（静電気放電）とEOS（電気的オーバーストレス）は，いずれも半導体デバイスの破壊原因となる現象です。

両者の主な違いは，故障に至るまでのプロセスの違いですが故障品からはどちらに起因しているのか判別が困難な

場合があるため，よく混同されます。静電気の解説を始める前に両者の違いについて触れておきます。

表2－1　ESDとEOSの違い

ESDによる破壊特徴 EOSによる破壊特徴

故障品外観

（傾向）

破壊箇所が微小であり，チップ外観観察でもわかり

にくい場合が多い。

破壊のエネルギが大きい場合には，チップの配線溶

断，ワイヤ溶断，変色，パッケージの焼損など破壊

箇所が判別出来る場合が多い。

エネルギが小さい場合は，ESDによる故障と判定が

つきにくい。

発生時期

（傾向）

湿度の下がる冬に相対的に多く発生する。 時期にあまり関係ない

故障過程 帯電電荷が半導体デバイスを通じて放電するときに

ICチップにダメージを与える

通電動作時（特性検査やユーザ製品使用時）に過電

圧印可や過電流などにより半導体デバイスが破壊す

る

故障原因 帯電体の半導体デバイス端子への接触による放電，

あるいは摩擦などによる半導体デバイス自体に発生

する帯電電荷の放電による

ラッチアップの発生，電源や測定器のON/OFFによる

サージ，負荷の短絡，半田クズ，金属異物によるパ

ターンショートなど

注　セットへの静電気放電がラッチアップのトリガ

になる可能性も考えられる

チップ写真

★お客様へのお願い

破壊故障の場合，故障解析のみから原因を特定することは非常に困難です。原因追求のためには，お客様での

取り扱いやセットまたは作業環境などについても調査を行う必要があります。破壊故障が予想されます場合に

は，発生状況の確認（異常電圧，他の部品の異常や破壊の有無，半導体デバイスのパッケージ変色，クラック

など）をお願いいたします。
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第3章　静電気の発生現象

どんな物でも異なった種類の物体をこすり合わせると電子が過剰になった一方が負に，電子が少なくなった他方

が正に帯電します。表面に発生した電荷の一部は，この表面上に残りこれを静電帯電といいます。またこのような

摩擦による静電帯電のことを一般に，摩擦帯電と呼びます（表3－1）。

また発生電荷量は，物体の性質，量や空気中の相対湿度により大きく影響されます（表3－2）。

表3－1　摩擦電気系列の例

正

　＋

　－

負

人間の手

兎の毛

ガラス

雲母

人間の毛

ナイロン

ウール

毛皮

鉛

絹

アルミ

紙

木綿

鉄

木

こはく

シーリングワックス

硬質ゴム

ニッケル，銅

黄銅，銀

金，白金

硫黄

アセテートレーヨン

ポリエステル

セルロイド

オーロン

ポリウレタン

ポリエチレン

ポリプロピレン

PVC

KEL F

シリコーン

テフロン

Human hands

Rabbit fur

Glass

Mica

Human hair

Nylon

Wool

Fur

Lead

Silk

Aluminum

Paper

Cotton

Steel

Wood

Amber

Sealing Wax

Hard rubber

Nickel, copper

Brass, silver

Gold, platium

Sulfur

Acetate rayon

Polyester

Celluloid

Orlon

Polyurethane

Polyethylene

Polypropylene

PVC

Silicone

Teflon

MIL-HDBK-263より
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表3－2　静電気発生の例

静電電圧静電気発生源

相対湿度10～20 ％

Relative Humidity

相対湿度65～90 ％

Relative Humidity

じゅうたん上を歩く人

Walking across carpet

35000 V 1500 V

ビニール床上を歩く人

Walking over vinyl floor

12000 V 250 V

ベンチで作業する人

Worker at bench

6000 V 100 V

ビニールの覆い

Vinyl envelops for work instructions

7000 V 600 V

ベンチから取り上げたポリパック

Common poly bag picked up from bench

20000 V 1200 V

ポリウレタンフォームを詰めたイス

Work chair padded with polyurethance foam

18000 V 1500 V

MIL-HDBK-263より

また，導電性物体の接触によって帯電電荷は移動し，その速度が速い場合大きなパルス性の電流が発生します。

これは，たとえば冬場に車から降りるときに，服とシートのこすれにより静電気が発生し車（金属部）に触れたと

きにショックを感じるというように日常的に経験しています。
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第4章　半導体デバイスの静電気破壊現象

4. 1　半導体デバイスはなぜ静電気で破壊するのか？

一般的に，MOS構造のIC, FETおよび高周波デバイスなどは静電気に対して敏感であり，破壊しやすいことが

知られております。これは，その回路構成上および構造上4. 3項でご説明する破壊現象が起こりやすいことに起

因します。

通常静電気破壊を防ぐために，静電気保護回路がデバイス内部の電源部，入出部に設けられております。しか

し，この保護回路も万能ではなく電気特性への影響や保護回路構成の寸法的制限，プロセスなどを考慮して保護

回路を選定するためデバイスごとに静電気耐量が異なるのが現状です。
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4. 2　半導体種類別の静電気耐量

前述のように静電耐量はデバイスごとに異なりますが，種類別にみればおおよその強度は表4－1に示しました

ようになります。

表4－1　半導体デバイスの種類別静電気耐量（例）

弱いもの 高周波用デバイス

超高周波スイッチング用デバイス

MOSデバイス

バイポーラIC（LSI）

やや強いもの バイポーラIC（SSI, MSI）

小信号トランジスタ

ダイオード

強いもの 電力用ダイオード

電力用トランジスタ

『半導体デバイスの取扱いガイド』（EIAJ EDR-4701A）より引用

4. 3　主な静電気破壊モードについて

（1）酸化膜破壊（写真4－1参照）

MOS構造のLSIでみられる過電圧印可による電界破壊です。MOS構造デバイスの場合，入力端子はシリ

コン基板と非常に薄い酸化膜で電気的に分離したゲート電極に接続されています（図4－1）。通常，熱酸

化膜の絶縁破壊強度は約1000（万V/cm）であるため，数十nmの膜厚では数十Vで絶縁破壊を起こすこと

になります。近年の半導体デバイスは，急速な微細化によって酸化膜は非常に薄くなってきており，保護

回路なしでは数十Vで破壊してしまいます。

図4－1　n型MOSトランジスタの断面構造（例） 写真4－1　酸化膜破壊箇所

（注　左図とは別の部位です）

ソース� ドレイン�ゲート�

金属蒸着膜�

ｎ形領域�

酸化被膜�
（SiO2）�

Ｐ形�

（シリコン）�

（アルミ剥離後）
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（2）接合破壊（写真4－2参照）

静電気により過大電流がPN接合に集中的に流れて接合部が破壊する熱的破壊です。一般的に逆方向バ

イアス（電流が流れにくい方向）で生じやすいことがわかっています。図4－2に示しましたように，逆バ

イアスの高過電圧印可時に接合部で電力消費が生じ，一部（接合のエッジ）が特に発熱します。そこに集

中的に電流が流れて温度がより上昇し，さらに電流が流れるといった増幅作用により破壊に至ります。

図4－2　バイポーラトランジスタの断面構造 写真4－2　接合破壊チップ破壊箇所（例）

（3）配線膜の溶断（写真4－3参照）

チップのポリシリコン抵抗やアルミ配線に許容電流を越える過電流が流れるために発熱し，溶断してし

まう熱的破壊です。一般的にアルミ配線の溶断は，EOSによって発生する場合が多く考えられますが，破

壊箇所が微細な場合はESD破壊の可能性もあります。

写真4－3　アルミ配線膜溶断チップ破壊箇所（例）

以上，主な静電気破壊現象を紹介致しましたが，近年の半導体デバイスの「素子サイズは小さく，接合は浅く，

酸化膜は薄く」という微細化傾向はいずれも静電気耐量を低下させる要因となります。

このため半導体デバイスの対策として，通常チップ上の入出力端子や電源部に保護回路を設けて内部回路を保

護しています。

メタル�

P N

高電圧印加�

集中電流による破壊�
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4. 4　半導体デバイスの保護回路

外部端子から印可された静電気は，ボンディングパッドの周辺に設けられた保護回路によりエネルギを吸収し

（電源ラインに逃がす），内部回路にダメージをあたえないようにします。ESD保護回路素子は大きく分けると

電流制限素子と電圧クランプ素子に分けられます。下記に基本的な入力保護回路例を紹介致します。

図4－3　保護回路例

回路動作：

（a）入力端子にESD印可

（b）入力端子の電位が上昇（＋）または下降（－）

（c）（＋）時に保護ダイオードD1がONし電気的ストレスをVDDラインに逃がす。

または（－）時に保護ダイオードD2がONし電気的ストレスをVSSラインに逃がす。

（d）流れる電流は抵抗Rにより制限される。

★お客様へのお願い

高周波デバイスのように，保護回路付加によるインピーダンスの影響で特性が損なわれることから保護回

路を設けられず破壊耐性が極めて低い半導体デバイスがあります。また保護回路を設けている半導体デバ

イスでも，すべてのESD現象に万能ではないため静電気の発生／印可の状況によっては破壊してしまいま

す。半導体デバイスの取扱いには第6章を参考にして頂き十分に注意してくださいますようお願い致しま

す。

VDD

VSS

R D1

D2

内部回路�

入力�

R：ポリシリコン抵抗　　D1, D2：保護ダイオード�
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第5章　半導体デバイスの静電気破壊モデルと試験方法

半導体デバイスは静電気により特性の劣化や破壊することを説明しましたが，それを引き起こし静電気放電現象

をシミュレーションにしたいくつかのモデルが考えられています。

5. 1　人体モデル（HBM）

人体に帯電した電荷がデバイス端子に触れたときに放電するモデルです。

破壊現象をシミュレートする試験方法は，下図のように放電抵抗1.5 kΩ，放電容量100 pFを設定して実施しま

す。

放電モデル例� 試験方法�

帯電した人体�

1.5 kΩ（人体皮膚抵抗に相当）�

＋�

＋�

＋� ＋�

放電電流�

発生要因（例）�
・リストストラップ，導電靴　未着用�
・端子に直接手を触れる�

高圧電源�

DUT

リレー�

100 pF�
（人体容量に相当）�
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5. 2　マシンモデル（MM）

金属製機器に帯電した電荷がデバイス端子に触れたときに放電するモデルです。

破壊現象をシミュレートする試験方法は，下図のように放電抵抗0 Ω，放電容量200 pFを設定して実施します。

放電モデル例� 試験方法�

帯電した金属筐体�
→ 　0 Ω　　マシンモデル�

＋�

＋�

＋� ＋�

放電電流�

発生要因（例）�
・設備・ロボットの帯電，アース不十分�
・半田コテの電源リーク�

高圧電源�

DUT

リレー�

200 pF
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5. 3　デバイス帯電モデル（CDM），パッケージ帯電モデル（CPM）

デバイスの導体部（チップ，ワイヤ，リードフレーム等）が静電気帯電し，デバイス端子が機器や治工具に触

れたときに放電するモデルです。

パッケージ表面が摩擦などにより帯電しその結果，導体部が静電誘導を起こしデバイス端子が機器や治工具に

触れたときに放電するモデルです。

CDM破壊現象をシミュレートする試験方法は，下図のように設定して実施します。

放電モデル例� 試験方法�

＋�
＋�

Friction

Teflon

Charged device

Metal Plate

Resistive Meterial�
　　R3

Component�
Under Test

Electrode

Terminal

Insulating Sheet

Discharging�
Probe

発生要因（例）�
・ICの自動搭載機の搬送部での摩擦帯電�

R2

R1

High Voltage�
Power Supply
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〔メ　モ〕
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第6章　静電気対策ガイド

静電気対策の基本は，静電気の発生を抑え半導体デバイスに帯電させないこと，帯電した電荷は適切に除電する

（半導体デバイスに帯電した電荷の急激な放電は破壊につながります）ことです。そのためには，輸送中の振動に

よる摩擦帯電発生電荷を抑えることと，半導体デバイスを取り扱う作業環境をそれに見合ったものにする必要があ

ります。また，半導体デバイスを取り扱う作業者が静電気に対する適切な知識をもつことが大切です。以下に半導

体デバイスの包装上の対策と，取り扱いにおける一般的な注意事項を紹介します。

6. 1　包　　装

半導体デバイスは，一般的に静電気に弱いため包装におきましても基本的に下記静電気対策を実施しておりま

す。

表6－1　半導体デバイスの包装上の静電気対策

包装形態 静電気対策状況

マガジンケース アルミ製マガジンおよびカーボン練り込みプ

ラスチック材を除いて，プラスチックマガジ

ンは表面に帯電防止剤を塗布しております。

トレイ 導電性トレイ（カーボン練り込みのプラスチ

ック剤）を使用しております。

ドライパック　　　　↓ 静電気拡散性のアルミラミネート袋またはポ

リ袋を使用しております。

テーピング エンボステープ品につきましては静電気拡散

性キャリアテープ，カバーテープ，リールを

使用しております。

・包装材の表面抵抗率について

上記包装材の表面抵抗値については，弊社では1012Ω/□以下で規定しています。

（ANSI/EIA541で規定している「静電気拡散性－105～1012Ω/□」に準拠）
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6. 2　運　　搬

歩行時の人体帯電による帯電および台車での運搬時の帯電を防ぐために，床に導電シート（設置間漏洩抵抗が

1 M～1000 MΩ程度）を設置，もしくは導電床を敷設します。この場合，作業者の靴も導電靴の着用が必要であ

り，運搬用台車にも金属チェーンまたは導電キャスタを設置します。台車の荷台にはアース線を接続した導電性

シートを設置します。

導電性マット

導電性シート
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6. 3　作業環境

（1）半導体デバイスの取り扱い

・半導体デバイスやプリント配線板の端子に触らない。

・リストストラップの着用

人体に帯電した静電気を逃がすため，リストストラップの着用が効果的です。

（2）湿度管理

相対湿度が低いと電荷の拡散性が減少し，静電気の発生は多くなります。冬場は特に乾燥しますので，

加湿器などにより相対湿度を40～60 ％に保つことを推奨します。

リストバンド�

専用アースポイント�

コード�
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（3）イオナイザの使用

半導体デバイスの実装自動化の搬送部分など接地対策で静電気の発生を抑えるのが困難な場合は，局所

的な除電対策としてイオナイザの使用が効果的です。イオナイザはエリアに存在する静電気を中和するた

めに能動的にイオンを発生させる装置です。

（4）床および机への導電シートの敷設

歩行による人体帯電や台車での移動時の帯電を防ぐために，床に導電シートを設置します。あるいは導

電床を敷設します。この場合，作業者の導電靴の着用が必要です。金属製の机は急激な静電気放電を防ぐ

ためやはり導電シートの設置が必要です。

（5）絶縁物，誘電体の除去

工程内には，非静電対策の透明パスケースや，梱包材（ビニール袋，発泡スチロール）などを極力置か

ない，持ち込まない工夫が必要です。

⑤�
①�

②�

④�

⑥�

③�

①リストストラップ�
②導電シート�
③導電靴�
④導電床または導電シート�
⑤イオナイザ�
⑥アース�
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6. 4　設備，治工具

（1）アースをとる

機械，設備，治工具などは漏電防止のため，アースを専用にとってください。

特に半田コテをご使用の場合は，アース付きの低電圧半田コテが安全です。

（2）CRTへの帯電防止スクリーンの設置

コンピュータなどのCRT表面は高電圧になるため，半導体デバイスが接近した場合，誘電帯電が起こる

可能性があります。対策としてCRT前面に導電性フィルタの設置が望まれます。

（3）保管棚への導電シートの設置

金属棚につきましては急激な静電気放電を防ぐため導電シートの設置およびアースが必要です。

（4）自動機内での搬送部分の改善

自動機内の搬送部は，部分とレールの摩擦により部品自体に帯電しやすい状態です。半導体デバイスが

帯電した状態でリードが金属部に触れると急激な放電によりデバイスが破壊される場合があります。これ

を防ぐため，金属レール部のデバイス端子に接触する可能性のある部分に導電性材料を貼ったりレールに

溝をつくってパッケージとの接触面積を小さくする工夫が考えられます。

（5）台車の改善

台車に導電性シートおよびグランドチェーンを設置します（6. 2項参照）。

（6）導電性保管容器の使用

プリント基板を保管，運搬する場合には摩擦による帯電防止のため，導電性の容器や導電性袋を使用し

ます。またプリント基板のコネクタ短絡も有効な手段です。

IC
裏面を金属�
とし，端子�
接触面の電�
位を下げる�

帯電しにくい絶縁体�
または高抵抗体�

ICの端子�

金属�
ICパッケージの�
摩擦面�

導電シート�

アース線�

導電シート�

アース線�

金属チェーン�
または�
導電性ゴム�

パッケージ帯電防止改善例� 保管棚の改善� 台車の改善例�
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6. 5　静電気測定

静電気はその性質から直接測定することができないため，静電気を帯びたものが周りに及ぼす影響力を利用し

て測定値を得ます。

静電気の測定目的にあわせ，表面電位計，EMIロケータなどを使い分けます。

具体的には静電気放電の発生状況の有無をモニタするには，EMIロケータが適しており，実際に発生した電位

を測定するには表面電位計が適しています。

6. 6　対策用品の管理，点検の事例

静電気対策用品の点検に関する事例の1つを紹介いたします。これを参考に静電気対策用品の点検の実施をお

すすめいたします。

静電気対策の点検項目一覧の事例

点検項目 点検頻度 点検規格，方法 記録

抵抗値 1回／日 0.75 M≦R≦35 M（Ω） ○リストストラップ

外観 着用時および随時 目視

抵抗値 1回／日 0.75 M≦R≦100 M（Ω） ○履き物

外観 着用時および随時 目視

抵抗値 1回／半年 R≦1 M（Ω） ○リストストラップ用

アース 外観 使用開始時および随時 目視

抵抗値 1回／半年 0.75 M≦R≦1000 M（Ω） ○製品取り扱い作業台

外観 使用開始時および随時 目視

台車 外観 使用開始時および随時 目視 －

接地抵抗 1回／年 0.75 M≦R≦1000 M（Ω） ○床

外観 入室時および随時 目視

定期点検 イオンバランス：±50 V ○イオナイザ 性能確認

1回／半年 減衰時間：20秒以内

減衰時間…1000 V→100 V

参考文献

（1）MIL HDBK-263：ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL HANDBOOK

（2）EIAJ EDR-4701A：半導体デバイスの取り扱いガイド

（3）NIS-M-1801：静電気対策ガイドライン（日本電気㈱）

（4）R-6-ES-01：半導体デバイスの静電気障害回避技術に関するガイドライン

（財団法人日本電子部品信頼性センター）
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第7章　付　　録

7. 1　用語解説

用語 解説

ESD Electro Static Dischargeの略

帯電が原因となって発生する静電気放電現象の総称。

EOS Electrical Over Stressの略

電気・電子部品類の規定値を超える電気的ストレス。

ラッチアップ CMOSデバイス特有の現象である。電源端子VDD-VSS間に寄生トランジスタに

よるPNPNのサイリスタ構造を持ってしまう。この寄生トランジスタが外部か

らのノイズなどの原因によりオンし，この端子電圧が印可電圧の変動あるい

は外部サージの流入によってVDD-VSS間がほぼ短絡状態になり電源を切るまで

大電流が流れ続けついに過電流破壊を起こす破壊現象のこと。

リストストラップ 人体の様々な帯電電位をグランドに漏洩させるために，人体を接地するのに

用いるリストバンドと接地コードをいう。
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